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委
員
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犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
傍
受
令
状
の
請
求
及
び
傍
受
が
で
き
る
期

間
の
延
長
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
司
法
警
察
員
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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罪
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査
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た
め
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通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
傍
受
令
状
の
請
求
及
び
傍
受
が
で
き

る
期
間
の
延
長
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
司
法
警
察
員
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
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改
正
す
る
規
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罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
傍
受
令
状
の
請
求
及
び
傍
受
が
で
き
る
期

間
の
延
長
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
司
法
警
察
員
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
岐
阜
県

公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号
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の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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則
第
一
号
中
「
生
活
安
全
部
、
刑
事
部
」
を
「
刑
事
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に
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め
る
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行
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る
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除
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伐
採
さ
れ
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樹
木
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土
地
か
ら
分
離
し
た
樹
木
の

幹
及
び
枝
条
（
用
材
及
び
薪
炭
材
で
あ
る
も
の
を
含
む
。）
並
び
に
こ
れ
ら
の
包
装
を
い
う
。）
は
、

松
く
い
虫
を
防
除
し
、
検
査
し
た
後
で
な
け
れ
ば
移
動
さ
せ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
伐
倒
駆
除

を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
事
前
に
移
動
場
所
、
期
間
、
数
量
及
び
駆
除
予
定
時
期
を
、
伐
採
木
等
の

所
在
す
る
地
域
を
所
管
す
る
農
林
事
務
所
長
に
届
け
出
て
承
認
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
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を
し
よ
う
と
す
る
理
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の
１
の
区
域
の
松
林
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び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
お
け
る
過
去
の
松
く
い
虫
被
害
の
状
況
か
ら
み

て
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
松
く
い
虫
の
被
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が
ま
ん
延
し
、
一
の
１
の
区
域
及
び
そ

の
周
辺
の
松
林
に
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
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の
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の
区
域
内
に
お
い
て
三
に
掲
げ
る
伐
採
木
等
を
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有
す
る
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は
、
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の
公
表
の
告
示
の
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か
ら
二
週
間
以
内
に
、
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を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
、
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に
掲
げ
る
伐
採
木
等
の
所
在
す
る
地

域
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管
す
る
農
林
事
務
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事
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服
を
申
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き
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げ
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大
規
模
小
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店
舗
立
地
法
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平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商

業
流
通
課
及
び
東
濃
振
興
局
恵
那
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
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こ
と
が
で
き
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ロ
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建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

ホ
ー
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セ
ン
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ー
バ
ロ
ー
岩
村
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那
市
岩
村
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羽
間
字
松
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三
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更
し
よ
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と
す
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事
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駐
車
場
の
収
容
台
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（
変
更
前
）
二
一
〇
台 

 
 

（
変
更
後
）
一
三
五
台 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻 

 
 

（
変
更
前
）
午
前
九
時 

 
 

（
変
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後
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午
前
八
時 
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仮
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郡
上
店 

 
 

郡
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市
八
幡
町
稲
成
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ツ
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テ
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四
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